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「二等無人航空機操縦士実地試験実施細則 飛行機」の一部改正について 

改正案 現行 

令和５年８月２日 制定（国空無機第93245号） 

令和７年12月５日 改正（国空無機第298768号） 

令和５年８月２日 制定（国空無機第93245号） 

 

二等無人航空機操縦士実地試験実施細則 

飛行機 

 

国土交通省航空局安全部無人航空機安全課 

二等無人航空機操縦士実地試験実施細則 

飛行機 

 

国土交通省航空局安全部無人航空機安全課 

I. 総則 

１．無人航空機操縦者技能証明の二等無人航空機操縦士の資格の区

分に係る飛行機の実地試験（以下「実地試験」という。）を行う

場合は、無人航空機操縦士実地試験実施基準（以下「実施基準」

という）及びこの細則による。 

２．～５.（略） 

６．試験員補助員は、試験員に対して、減点区画又は不合格区画

に機体が進入したことを知らせるなどの補助業務を行うことと

し、採点及び合否判定は実施しない。 

７．試験員又は試験補助員は、実技試験の各科目開始前に風向風

速計を用いて風向及び風速を計測する。実施基準に記述された

基準以上の風速及び実技試験の実施が難しいと試験員が判断す

る横風（概ね横風30度以上かつ風速毎秒３メートル以上の場

合）を観測した場合は、実技試験を行わない又は実技試験を中

I. 総則 

１．無人航空機操縦者技能証明の二等無人航空機操縦士の資格の区

分に係る飛行機の実地試験（以下単に「実地試験」という。）を

行う場合は、無人航空機操縦者実地試験実施基準及びこの細則に

よる。 

２．～５．（略） 

６．試験員補助員は、試験員及び受験者に対して、減点区画又は不

合格区画に機体が進入したことを知らせるなどの補助業務を行

うこととし、採点及び合否判定は実施しない。 

７．実技試験を実施する場合は、実技試験の各科目開始前に風向

風速計を用いて風向及び風速を計測する。無人航空機操縦者実

地試験実施基準に記述された基準以上の風速及び実技試験の実

施が難しいと試験員が判断する横風（おおむね横風30度以上か

つ風速毎秒３メートル以上の場合）を観測した場合は、実技試
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止すること。 

８．試験員又は試験員補助員は、実地試験の内容を記録し、採点

及び合否判定の結果についても記録すること。 

９．～10．（略） 

11．安全確保に必要と判断される場合、試験員又は試験員から指

示を受けた試験員補助員若しくは受験者補助員が受験者に代わ

って操縦を行う。 

12．実施基準の３－８に記載されたやむを得ない事由により実地

試験を中止する場合を除き、各試験科目に係る実地試験はその

日に完了すること。 

13．実技試験及び口述試験（機体及び操縦装置を作動させて行う

ものに限る。）にあたり、受験者、試験員、試験員補助員及び

受験者補助員は、ヘルメット、保護メガネ等の保護具を着用す

ること。 

 

験を行わない又は実技試験を中止すること。 

８．試験員又は試験員補助員は、実技試験の内容を記録し、採点

及び合否判定の結果についても記録すること。 

９．～10.（略） 

（新設） 

II. 実地試験の減点適用基準 

１．口述試験（飛行前点検）の減点適用基準 

１-１ 口述試験のうち、飛行空域及びその他の確認、作動前点検

及び作動点検の科目については、次に掲げる基準を標準と

して減点を行うこととする。 

１-２ 適用事項に記載がない場合でも、減点細目に該当する事項

が生じた場合は、試験員の判断により減点細目に応じた減

点数の減点を行うこととする。 

１-３ 適用事項に該当するが、受験者に起因しない事由により生

（新設） 
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じた事項については、減点の対象としないこととする。 

１-４ 減点数欄の「不」と記載された適用事項が生じた場合は、

実地試験を中止し、受験者を不合格とする。 

１-５ 飛行前点検に係る口述試験を通じて、減点細目に該当する

事項が複数生じた場合には、このうち最も減点数が高いも

ののみを適用して減点を行う。 

１-６ 回答又は点検及び記録は制限時間内に行うものとする。制

限時間内に回答、点検又は記録を行わなかった場合は、そ

れぞれ未回答、点検漏れ又は記録漏れがあったものとして

取り扱う。 

減 点 細

目 

減 点

数 

適用事項 

航 空 法

等の違

反 

不  受験者が、アルコール又は薬物の影響により当

該無人航空機の正常な飛行ができないおそれ

があると試験員が判断したとき 

 受験者が必要な機材、機体及び試験場を準備す

る場合に屋外での試験について次に掲げる事

項が判明したとき    

・飛行させる無人航空機の登録を受けていな

い 

・飛行させる無人航空機に登録記号の表示又

は登録記号を識別するための措置を講じて

いない 

・受験者が飛行に必要な法第 132条の 85第２
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項又は法第 132 条の 86 第３項若しくは第

５項第２号に規定された国土交通大臣によ

る許可又は承認を取得していない又は技能

証明及び機体認証を得ていない（ただし、

国土交通省航空局安全部無人航空機安全課

長が認めた場合を除く。） 

危 険 な

操作 

不  危険な速度（概ね５m/s 以上）で機体を飛行さ

せたとき 

 試験員、試験員補助員、受験者、その他の者又

は物件に向けて、飛行中の機体を試験員が危険

と判断する距離まで接近させたとき 

 合理的な理由なく、飛行中に操縦装置を両手で

保持しなかったとき 

 推進系統等の作動点検にあたり、機体の急発進

等を防ぐ措置を講じずに点検を行ったとき 

 周囲の安全を確保することなく推進系統等を

作動させて点検を行ったとき 

墜落、損

傷、制

御不能 

不  機体を墜落させたとき 

 機体をパイロン、旗、壁、ネット等の物件に衝

突させたとき 

 機体を損傷させたとき 

 機体を制御不能に陥らせたとき 

不 正 行

為 

不  受験者が他の者から助言又は補助を受けたと

き、その他不正の行為があったとき 
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 受験者が試験の円滑な実施を妨げる行為を行

ったとき 

点 検 漏

れ 

10  実技試験において行う飛行のために必要な点

検を一つでも行わなかったとき 

日 常 点

検記録

の記載

漏れ又

は誤り 

5  提供される日常点検記録の様式に基づき、必要

な記載項目を一つでも記載しなかったとき又

は誤りがあったとき 

日 常 点

検記録

の軽微

な誤り 

1  提供された様式の記入方法に従わずに記録し、

点検日時や点検場所等を誤って記載を行った

とき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２. 実技試験の減点適用基準 

２-１ 次に掲げる基準を標準として、実技試験の減点を行うことと

する。 

２-２ 適用事項に記載がない場合でも、減点細目に該当する事項が

生じた場合は、試験員の判断により減点細目に応じた減点数

の減点を行うこととする。 

２-３ 適用事項に該当するが、受験者に起因しない事由により生じ

た事項については、減点の対象としないこととする。 

２-４ 減点数欄の「不」と記載された適用事項が生じた場合は、実

II. 実技試験の減点適用基準 

１. 次に掲げる基準を標準として、実技試験の減点を行うことと

する。 

２. 適用事項に記載がない場合でも、減点細目に該当する事項が

生じた場合は、試験員の判断により減点細目に応じた減点数

の減点を行うこととする。 

３. 適用事項に該当するが、受験者に起因しない事由により生じ

た事項については、減点の対象としないこととする。 

４. 減点数欄の「不」と記載された適用事項が生じた場合は、実
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地試験を中止し、受験者を不合格とする。 

２-５ 実技試験では、減点区画に機体の半分以上が進入した場合は

、減点対象となる。 

２-６ 不合格区画に機体の全てが進入した場合は、試験を中止し、

受験者を不合格とする。 

２-７制限時間の対象は、各試験科目において指定がない限り 、試

験員が受験者に離陸を指示した時刻から機体が着陸した時

刻までの時間とする。 

２-８ 減点の対象は、各試験科目において指定がある場合、その指

定に従うこととする。   

減点細

目 

減点

数 

適用事項 

（略） 

危険な飛

行 

不  危険な速度（運用限界速度を超過した速

度並びに失速又は失速の危険がある速度

）で機体を飛行させたとき 

 試験員、試験員補助員、受験者、受験者

補助員、その他の者又は物件に向けて、

飛行中の機体を試験員が危険と判断する

距離まで接近させたとき 

 合理的な理由なく、飛行中に操縦装置を

両手で保持しなかったとき（基本に係る

実技試験に限る） 

 飛行経路等の不適切な設定又は再設定に

地試験を中止し、受験者を不合格とする。 

５. 実技試験では、減点区画に機体の全てが進入した場合は、減

点対象となる。 

６. 不合格区画に機体の全てが進入した場合は、試験を中止し、

受験者を不合格とする。 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

減点細

目 

減点数 適用事項 

（略） 

危 険 な

飛行 

不  危険な速度（巡航速度を大きく超過した速

度並びに失速又は失速の危険がある速度）

で機体を飛行させたとき 

 試験員、試験員補助員、受験者、受験者補

助員、その他の者又は物件に向けて、飛行

中の機体を試験員が危険と判断する距離

まで接近させたとき 

  

危 険 な

飛行 

不  合理的な理由なく、飛行中に操縦装置を両

手で保持しなかったとき（基本に係る実技

試験に限る） 
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より機体が立入管理措置を講じた空域を

逸脱する又は機体が失速する等、危険な

飛行となると試験員が判断したとき（基

本に係る実技試験を除く） 

（略） （略） （略） 

飛行空域

逸脱（不

合格区画

） 

不  基本に係る実技試験において不合格区画

線よりも外側に機体の全てを進入させた

とき 

 基本以外の実技試験において機体の全て

を不合格区画に進入させたとき （注２） 

 離着陸時に一部でも降着装置が滑走路を

逸脱したとき 

 

 

（略） (略) (略) 

飛行経路

逸脱（減

点区画）

（注４） 

５  基本に係る実技試験において外側の減点

区画線よりも外側に機体の全てを進入さ

せたとき 

 基本に係る実技試験において内側の減点

区画線と外側の減点区画線の間を飛行し

なかったとき 

指示と異

なる飛行 

５  試験員の指示と異なる手順又は飛行経路

で飛行させたとき 

 試験員の指示を受ける前に操縦に係る操

 飛行経路等の不適切な再設定により機体

が立入管理措置を講じた空域を逸脱する

又は機体が失速する等、危険な飛行となる

と試験員が判断したとき（基本に係る実技

試験を除く） 

（略） （略） （略） 

飛 行 空

域逸脱 

（ 不 合

格区画） 

不  基本に係る実技試験において不合格区画

線よりも外側に機体の全て進入させたと

き 

 機体の全てを不合格区画に進入させたと

き （注２） 

 離着陸時に一部でも降着装置が滑走路を

逸脱したとき 

  

（略） (略) (略) 

飛 行 経

路逸脱 

（ 減 点

区画） 

 

５  基本に係る実技試験において外側の減点

区画線よりも外側に機体の全て進入させ

たとき 

 基本に係る実技試験において内側の減点

区画線よりも外側に機体の全てを進入さ

せなかったとき 

 減点区画に機体の全てを侵入させたとき

（注４） 

指 示 と ５  試験員の指示と異なる手順又は飛行経路
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作を行ったとき 

 試験員が指示した高度と明らかに異なる

高度で飛行させたとき 

(略) （略）  （略） 

受験者補

助員との

連携不足

（注７） 

１  受験者補助員との役割分担及び連携の手

順を明確にしなかったとき（注８） 

 試験員、試験員補助員及び受験者補助員

に対して、飛行経路及び飛行の手順等に

ついての説明に漏れ又は誤りがあったと

き 

 受験者補助員との連携に係る通知がなさ

れなかったとき 

（略） 
 

異 な る

飛行 

で飛行させたとき 

 試験員の指示を受ける前に操縦に係る操

作を行ったとき 

（新設） 

 

(略) （略） （略） 

受 験 者

補 助 員

と の 連

携不足（

注７） 

1  受験者補助員との役割分担及び連携の手

順を明確にしなかったとき（注８） 

（新設） 

 

 受験者補助員との連携に係る通知がなさ

れなかったとき 

（略） 
 

３. 口述試験（飛行後の点検と記録）の減点適用基準 

３-１ 口述試験のうち、飛行後点検及び飛行後の記録の科目につい

ては、次に掲げる基準を標準として減点を行うこととする。 

３-２ 適用事項に記載がない場合でも、減点細目に該当する事項が

生じた場合は、試験員の判断により減点細目に応じた減点数

の減点を行うこととする。 

３-３ 適用事項に該当するが、受験者に起因しない事由により生じ

た事項については、減点の対象としないこととする。 

３-４ 減点数欄の「不」と記載された適用事項が生じた場合は、実

（新設） 
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地試験を中止し、受験者を不合格とする。 

３-５ 飛行後の点検と記録に係る口述試験を通じて、点検漏れ、日

常点検記録の記載漏れ又は誤り及び日常点検記録の軽微な

誤りに該当する事項が複数生じた場合には、このうち最も減

点数が高いもののみを適用して減点を行う。 

３-６ 飛行後の点検と記録に係る口述試験を通じて、飛行記録の記

載漏れ又は誤り及び飛行記録の軽微な誤りに該当する事項

が複数生じた場合には、 

３-７ 点検及び記録は制限時間内に行うものとする。制限時間内に

点検又は記録を行わなかった場合は、それぞれ点検漏れ又は

記録漏れがあったものとして取り扱う。 

減 点 細

目 

減 点

数 

適用事項 

不 正 行

為 

不  受験者が他の者から助言又は補助を受けたと

き、その他不正の行為があったとき 

 受験者が試験の円滑な実施を妨げる行為を行

ったとき 

点 検 漏

れ 

5  飛行後の機体の状態を確認するために必要な

点検を一つでも行わなかったとき 

日 常 点

検 記 録

の 記 載

漏 れ 又

は誤り 

5  提供される日常点検記録の様式に基づき、必要

な記載項目を一つでも記載しなかったとき又

は誤りがあったとき供される日常点検記録の

様式に基づき、必要な記載項目を一つでも記載

しなかったとき 
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飛 行 記

録 の 記

載 漏 れ

又 は 誤

り 

10  提供される飛行日誌の様式に基づき、必要な記

載項目を一つでも記載しなかったとき 

 飛行時間の計算に誤りがあったとき 

日 常 点

検 記 録

の 軽 微

な誤り（

注） 

1  提供された様式の記入方法に従わずに記録し、

点検日時や点検場所等を誤って記載を行った

とき 

飛 行 記

録 の 軽

微 な 誤

り 

1  提供された様式の記入方法に従わずに記録し、

飛行年月日、離陸場所又は着陸場所等を誤って

記載を行ったとき 

注 口述試験（飛行前点検）において誤った記載等が行われ、減点

を行っている場合には、当該事項について改めて減点を行わな

い。 
 

４. 口述試験（事故、重大インシデントの報告）の減点適用基準 

４-１ 口述試験のうち、事故又は重大インシデントの説明及び事故

等発生時の処置の説明の科目については、抜け又は誤りがあ

った場合、５点を減点する。 

４-２ 回答は制限時間内に行うものとする。未回答の場合は、５点

を減点する。 

 

（新設） 
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５. 机上試験の減点適用基準 

５-１ 回答内容に誤りがあった場合に、１問につき５点を減点する

。 

５-２ 回答は制限時間内に行うものとする。未回答の設問について

は、１問あたり５点を減点する。 

III. 立入管理措置を講ずるべき空域及び必要着陸滑走路長 

１. （略） 

２. 必要滑走路長の算出 

２-１受験者は実技試験に用いる機体の着陸の際の接地速度を当

該機体の取扱説明書及び過去の飛行記録等から推定し、必要滑

走路長の算出を行うこととする。実技試験の実施に際し、受験

者は安全に機体を着陸させることができる滑走路幅及び算出し

た必要滑走路長以上の長さの滑走路を有する試験場を準備する

こととする（基本に係る実技試験を除く試験科目において、垂

直離着陸可能な機体を用いる場合を除く。）。 

本項に基づき算出した必要滑走路長、及び試験場の滑走路長

は、受験者が試験員に明示すること。 

２－２（略） 

２－３ 平均転がり摩擦係数μは、実技試験に用いる無人航空

機及び滑走路の状態により、受験者により設定し、試験員の承

認を得るものとする。 

（略） 

III. 立入管理措置を講ずるべき空域及び必要着陸滑走路長 

１. （略） 

２. 必要滑走路長の算出 

２－１受験者は実技試験に用いる機体の着陸の際の接地速度を

当該機体の取扱説明書及び過去の飛行記録等から推定し、必要

滑走路長の算出を行うこととする。実技試験の実施に際し、受

験者は安全に機体を着陸させることができる滑走路幅及び算出

した必要滑走路長以上の長さの滑走路を有する試験場を準備す

ることとする（基本に係る実技試験を除く試験科目において、

垂直離着陸可能な機体を用いる場合を除く。）。 

 

 

２－２（略） 

２－３ 平均転がり摩擦係数μは、実技試験に用いる無人航空

機及び滑走路の状態により、受験者の判断で設定を行うことと

する。 

（略） 

 

IV. 基本に係る実地試験 IV. 基本に係る実地試験 
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１. 一般（略） 

 

２. 机上試験 

試験科目の実施要領及び制限時間は、次表のとおりとする。 

（略） 

番号 科目 実施要領 制限時間 

２－１ （略） （略） ５分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３. 口述試験（飛行前点検） 

試験科目の実施要領及び制限時間は、次表のとおりとする。 

（略） 

番号 科目 
実施要領 

 
制限時間 

３－１ （略） 飛行空域及びその他の確認事 ３分 

１. 一般（略） 

 

２. 机上試験 

試験科目の実施要領及び減点適用基準は、次表のとおりとする。 

（略） 

番号 科目 実施要領 減点適用基準 

２－１ （略） （略） １. 誤りがあった場

合に、１問につき５

点を減点する。 

２．回答時間５分以

内に全問を回答でき

ること。未回答の設

問については、１問

あたり５点を減点す

る。 

 

 

３. 口述試験（飛行前点検） 

試験科目の実施要領及び減点適用基準は、次表のとおりとする。 

（略） 

番号 科目 実施要領 減点適用基準 

３－１ （略） 飛行空域及びその他の確認事

項を示し、結果を答えさせる

３－１の確認に

漏れ若しくは誤



 

13 

 

項を示し、結果を答えさせる。 

確認事項（例） 

（１）・（２） （略） 

（３）必要な許可書、承認書、

技能証明書等を携帯してい

るか。 

（４）・（５） （略） 

 

３－２ （略） （略） ３－２から

３－３まで

を通じて20

分 

３－３ （略） （略） ３－２から

３－３まで

を通じて20

分 

 

 

 

 

 

。 

確認事項（例） 

（１）・（２） （略） 

（３）必要な許可証、承認証、

技能証明証等を携帯してい

るか。 

（４）・（５） （略） 

 

りが一つでもあ

った場合又は３

－２及び３－３

の日常点検記録

への記載漏れ若

しくは誤りが一

つでもあった場

合、10点を減点

する。 ３－２ （略） （略） 

３－３ （略） （略） 

 

 

 

 

 

 

４. 実技試験 

試験科目の実施要領及び制限時間は、次表のとおりとする。 

４. 実技試験 

試験科目の実施要領及び減点適用基準は、次表のとおりとする。 
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（略） 

番号 科目 実施要領 制限時間 

４－１ （略） （１）（略） 

（２）受験者は離陸を行うこ

とを試験員に通知し、原則

として概ね機体に対して向

かい風となる方向に離陸を

行う。 

（３）～（４）（略） 

（５）受験者は自身が想定す

る飛行経路で試験員からの

指示があるまで周回飛行を

行う。この際、受験者は試

験員からの指示に基づき飛

行経路の調整を行い、試験

員が求める飛行高度（概ね

対地70メートルから100メ

ートル）及び飛行経路で飛

行を行う。 

※試験員と飛行高度及び飛

行経路についての調整を行

う（５）の１周目の飛行

は、減点対象としない。 

（６）～（８）（略） 

15分 

※制限時間の対

象は、受験者が

離陸を行うこと

を通知し、受験

者が機体の停止

を通知するまで

の時間とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

番号 科目 実施要領 減点適用基準 

４－１ （ 略

） 

（１）（略） 

（２）受験者は離陸を行うこと

を試験員に通知し、原則的とし

ておおむね機体に対して向かい

風となる方向に離陸を行う。 

（３）～（４）（略） 

（５）受験者は自身が想定する

飛行経路で試験員からの指示が

あるまで周回飛行を行う。この

際、受験者は試験員からの指示

に基づき飛行経路の調整を行

い、試験員が求める飛行高度

（おおむね対地70メートルから

100メートル）及び飛行経路で

飛行を行う。 

 

 

 

 

 

（６）～（８）（略） 

（９）通知後、受験者は、原則

１．Ⅱ.実技試

験の減点適用

基準を適用す

る。 

２．試験員と

飛行高度及び

飛行経路につ

いての調整を

行う(５)の１

周目の飛行は

、減点対象と

しない。 

３．制限時間

は15分とする

。(受験者が離

陸を行うこと

を通知し、受

験者が機体の

停止を通知す

るまでの時間

を制限時間と

する。) 
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（９）通知後、受験者は、原

則として概ね向かい風とな

る方向に着陸を行う。ただ

し、周回飛行の方向と着陸

時の滑走路への進入方向を

変える場合は、受験者が

（８）以降の飛行経路を任

意に設定することができ

る。 

（10）（略） 

 

 

 

 

４－２ （略） （１）（略） 

（２）受験者は離陸を行うこ

とを試験員に通知し、原則と

して概ね機体に対して向かい

風となる方向に離陸を行う。 

（３）～（４）（略） 

（５）受験者は自身が想定す

る飛行経路で試験員からの指

示があるまで周回飛行を行

う。この際、受験者は試験員

からの指示に基づき飛行経路

の調整を行い、試験員が求め

る飛行高度（概ね対地70メー

トルから100メートル）及び

15分 

※制限時間の対

象は、受験者が

離陸を行うこと

を通知し、受験

者が機体の停止

を通知するまで

の時間とする。 

 

 

 

 

 

 

としておおむね向かい風とな

る方向に着陸を行う。ただ

し、周回飛行の方向と着陸時

の滑走路への進入方向を変え

る場合は、受験者が（８）以

降の飛行経路を任意に設定す

ることができる。 

（10）（略） 

４－２ （ 略

） 

（１）（略） 

（２）受験者は離陸を行うこと

を試験員に通知し、原則として

おおむね機体に対して向かい風

となる方向に離陸を行う。 

（３）～（４）（略） 

（５）受験者は自身が想定する

飛行経路で試験員からの指示が

あるまで周回飛行を行う。この

際、受験者は試験員からの指示

に基づき飛行経路の調整を行

い、試験員が求める飛行高度

（おおむね対地70メートルから

100メートル）及び飛行経路で

飛行を行う。 

 

１．Ⅱ．実技試

験の減点適用

基準を適用す

る。 

２．試験員と

飛行高度及び

飛行経路につ

いての調整を

行う(５)の１

周目の飛行は

、減点対象と

しない。 

３．制限時間

は15分とする

。(受験者が離

陸を行うこと
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飛行経路で飛行を行う。※試

験員と飛行高度及び飛行経路

についての調整を行う（５）

の１周目の飛行は、減点対象

としない。 

（６）～（９）（略） 

(10) 通知後、受験者は原則と

して概ね向かい風となる方向

に着陸を行う。ただし、周回

飛行の方向と着陸時の滑走路

への進入方向を変える場合は

、受験者が（９）以降の飛行経

路を任意に設定することがで

きる。 

(11)(略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－１ 周回飛行の飛行経路 

 

 

 

（６）～（９）（略） 

(10) 通知後、受験者は原則とし

ておおむね向かい風となる方向

に着陸を行う。ただし、周回飛行

の方向と着陸時の滑走路への進

入方向を変える場合は、受験者

が（９）以降の飛行経路を任意に

設定することができる。 

(11)(略) 

を通知し、受

験者が機体の

停止を通知す

るまでの時間

を制限時間と

する。) 

 

 

 

 

４－１ 周回飛行の飛行経路 
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※１：（略） 

※２：離陸時の方向が図と概ね逆向きである場合は、飛行経路も逆

とする。 

※３：（略） 

※４：長辺方向に概ね15秒間の直線飛行を行う。短辺方向には直線

飛行を行わない。ただし、機体の特性により直線飛行を行う必要が

ある場合は、５秒を超えない範囲で直線飛行を行ってもよい。 

 

※１：（略） 

※２：離陸時の方向が図とおおむね逆向きである場合は、飛行経路

も逆とする。 

※３：（略） 

※４：長辺方向におおむね15秒間の直線飛行を行う。短辺方向には

直線飛行を行わない。ただし、機体の特性により直線飛行を行う必

要がある場合は、５秒を超えない範囲で直線飛行を行う。 

 

４－２ ８の字飛行の飛行経路 

  

４－２ ８の字飛行の飛行経路 
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※１：（略） 

※２：離陸時の方向が図と概ね逆向きである場合は、飛行経路も逆

とする。 

※３：（略） 

※４：８の字飛行中は飛行経路が曲線となるように飛行を行う。 

 

 

※１：（略） 

※２：離陸時の方向が図とおおむね逆向きである場合は、飛行経路

も逆とする。 

※３：（略） 

 

５. 口述試験（飛行後の点検と記録） 

試験科目の実施要領及び制限時間は、次表のとおりとする。 

（略） 

番号 科目 実施要領 制限時間 

５－１ （略） （略） ５－１から５－

２までを通じて

10分 

 

 

５－２ （略） （略） 

５. 口述試験（飛行後の点検と記録） 

試験科目の実施要領及び減点適用基準は、次表のとおりとする。 

（略） 

番号 科目 実施要領 減点適用基準 

５－１ （略） （略） 点検結果の機作

漏れ又は誤りが

一つでもあった

場合、５点を減点

する。 
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５－２ （略） （略） 記載の漏れ又は

誤りが一つでも

あった場合、10点

を減点する。 

 
 

６. 口述試験（事故、重大インシデントの報告） 

試験科目の実施要領及び制限時間は、次表のとおりとする。 

（略） 

番号 科目 実施要領 制限時間 

６－１ （略） （略） ３分 

 

 

 

 

 

６－２ （略） （略） ３分 

 

 

６. 口述試験（事故、重大インシデントの報告） 

試験科目の実施要領及び減点適用基準は、次表のとおりとする。 

（略） 

番号 科目 実施要領 減点適用基準 

６－１ （略） （略） １．抜け又は誤りがあった

場合は、５点を減点する。 

２．回答時間３分以内に回

答できること。未回答の場

合は、５点を減点する。 

６－２ （略） （略） １．抜け又は誤りがあった

場合は、５点を減点する。 

２．回答時間３分以内に回

答できること。未回答の場

合は、５点を減点する。 
 

V. 昼間飛行の限定変更に係る実地試験 

１. 一般（略） 

２. 机上試験 

試験科目の実施要領及び制限時間は、次表のとおりとする。 

V. 昼間飛行の限定変更に係る実地試験 

１. 一般（略） 

２. 机上試験 

試験科目の実施要領及び減点適用基準は、次表のとおりとする。 
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（略） 

番号 科目 実施要領 制限時間 

２－１ （略） （略） ５分 

 

 

 

 

 

 

３. 口述試験（飛行前点検） 

試験科目の実施要領及び制限時間は、次表のとおりとする。 

（略） 

番号 科目 実施要領 制限時間 

３－１ （略） 飛行空域及びその他の確認事

項を示し、結果を答えさせる

。 

確認事項（例） 

（１）・（２） （略） 

（３）必要な許可書、承認書、

技能証明書等を携帯してい

るか。 

（４）・（５） （略） 

３分 

（略） 

番号 科目 実施要領 減点適用基準 

２－１ （略） （略） １．誤りがあった場合

に、１問につき５点を

減点する。 

２．回答時間５分以内

に全問を回答できる

こと。未回答の設問に

ついては、１問あたり

５点を減点する。 

３. 口述試験（飛行前点検） 

試験科目の実施要領及び減点適用基準は、次表のとおりとする。 

（略） 

番号 科目 実施要領 減点適用基準 

３－１ （略） 飛行空域及びその他

の確認事項を示し、結

果を答えさせる。 

確認事項（例） 

（１）・（２） （略） 

（３）必要な許可証、

承認証、技能証明証

等を携帯している

か。 

３－１の確認に漏れ

若しくは誤りが一つ

でもあった場合又は

３－２及び３－３の

日常点検記録への記

載漏れ若しくは誤り

が一つでもあった場

合、10点を減点する。 
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３－２ （略） （略） ３－２から３－

３までを通じて

20分 

３－３ （略） （略） ３－２から３－

３までを通じて

20分 

 

 

（４）・（５） （略） 

３－２ （略） （略） 

３－３ （略） （略） 

 

 

４. 実技試験 

試験科目の実施要領及び制限時間は、次表のとおりとする。 

（略） 

番号 科目 実施要領 制限時間 

４－

１ 

（略） （１）～（２）（略） 

（３）試験員による口頭で

の指示があり次第、受験者

は、試験員、試験員補助員

及び受験者補助員に対して

、飛行経路及び飛行の手順

等についての説明を行う。 

（４）（略） 

20分 

※制限時間の対

象は(１)とする

。 

 

４－

２ 

（略） （１） （略） 

（２）受験者は、原則とし

て概ね向かい風となる方

30分 

※制限時間の対

象は（５）から（

４. 実技試験 

試験科目の実施要領及び減点適用基準は、次表のとおりとする。 

（略） 

番

号 

科

目 
実施要領 減点適用基準 

４

－１ 

（

略） 

（１）～（２）（略） 

（３）試験員による口頭で

の指示があり次第、受験者

は、試験員、試験員補助員

及び受験者補助員に対し

て、飛行経路及び飛行の手

順等についての説明を行

う。その際、試験員、試験

補助員、及び受験者補助員

は質問を行うことができ

１．Ⅱ．実技試験の減

点適用基準を適用す

る。 

２．（１）の受験者によ

る飛行経路の設定に

ついて、制限時間は30

分とする。 
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向に離陸を行う。なお、

手動での離陸が必要とな

る飛行機の場合は、受験

者補助員が離陸を行うこ

とができるものとする。 

（３）～（12）（略） 

※目視外飛行を行う（５）

から（９）までを減点対

象とする。 

９）までの飛行

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

る。 

（４）（略） 

４

－２ 

（

略） 

（１） （略） 

（２）受験者は、原則と

しておおむね向かい風

となる方向に離陸を行

う。なお、手動での離

陸が必要となる飛行機

の場合は、受験者補助

員が離陸を行うことが

できるものとする。 

（３）～（12）（略） 

 

１．Ⅱ．実技試験の減

点適用基準を適用す

る。 

２．制限時間は30分と

する。 

３．減点の対象及び制

限時間の対象は、(５)

から(９)までとする。 

 

 

４－２ 周回飛行の飛行経路 

 離陸から円状の旋回飛行までの飛行経路 

４－２ 周回飛行の飛行経路 

 離陸から円状の旋回飛行までの飛行経路 
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  ※１(略) 

※２：離陸時の方向が図と概ね逆向きである場合は、飛行経路

も逆とする。 

※３：飛行高度は、最大離陸重量25kg未満の無人航空機の場合

は概ね80メートル、最大離陸重量25kg以上の無人航空機の場合

は概ね110メートルとする。ただし、実技試験に用いる無人航空

機により、それ以外の飛行高度が適切である場合は、適切な飛

行高度で飛行を行うこととする。 

※４：周回飛行において、長辺方向に概ね 15秒間の直線飛行を行う。

短辺方向には直線飛行を行わない。ただし、機体の特性により直線飛

行を行う必要がある場合は、５秒を超えない範囲で直線飛行を行って

もよい。 

 

※１：（略） 

※２：離陸時の方向が図とおおむね逆向きである場合は、飛行

経路も逆とする。 

※３：飛行高度は、最大離陸重量25kg未満の無人航空機の場合

はおおむね80メートル、最大離陸重量25kg以上の無人航空機の

場合はおおむね110メートルとする。ただし、実技試験に用いる

無人航空機により、それ以外の飛行高度が適切である場合は、

適切な飛行高度で飛行を行うこととする。 

※４：周回飛行において、長辺方向におおむね15秒間の直線飛行

を行う。短辺方向には直線飛行を行わない。ただし、機体

の特性により直線飛行を行う必要がある場合は、５秒を超

えない範囲で直線飛行を行う。 

 

５. 口述試験（飛行後の点検と記録） ５. 口述試験（飛行後の点検と記録） 
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試験科目の実施要領及び制限時間は、次表のとおりとする。 

（略） 

番号 科目 実施要領 制限時間 

５－１ （略） （略） ５－１から５

－２までを通

じて10分 

 

 

 

 

 

 

５－２ （略） （略） 

 

試験科目の実施要領及び減点適用基準は、次表のとおりとする。 

（略） 

番号 科目 実施要領 減点適用基準 

５－１ （略） （略） 点検結果の記載

漏れ又は誤りが

一つでもあった

場合、５点を減点

する。 

５－２ （略） （略） 記載の漏れ又は

誤りが一つでも

あった場合、10点

を減点する。 
 

Ⅵ. 目視内飛行の限定変更に係る実地試験 

１．一般（略） 

 

２. 机上試験 

試験科目の実施要領及び制限時間は、次表のとおりとする。 

（略） 

番号 科目 
実施要領 

 
制限時間 

２－１ （ 略

） 

試験員より立入管理措置が講じられ

た条件での目視外飛行の模擬飛行計

画を提示し、飛行計画の作成におい

５分 

 

 

Ⅵ. 目視内飛行の限定変更に係る実地試験 

１．一般（略） 

 

２. 机上試験 

試験科目の実施要領及び減点適用基準は、次表のとおりとする。 

（略） 

番号 科目 実施要領 減点適用基準 

２－１ （略） 試験員より立入管理措置が講

じられた条件での夜間飛行の

模擬飛行計画を提示し、飛行

計画の作成において留意が必

１．誤りがあっ

た場合に、１問

につき５点を減

点する。 
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て留意が必要な事項について、受験

者が理解しているかどうかを判定可

能な質問を行い、答えさせる。出題

数は、４問とする。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

３. 口述試験（飛行前点検） 

試験科目の実施要領及び制限時間は、次表のとおりとする。 

（略） 

番号 科目 
実施要領 

 
制限時間 

３－１ （略） 飛行空域及びその他の確

認事項を示し、結果を答え

させる。 

確認事項（例） 

（１）・（２） （略） 

（３）必要な許可書、承認

書、技能証明書等を携帯

しているか。 

（４）・（５） （略） 

３分 

３－２ （略） （略） ３－２から３－３

までを通じて20分 

要な事項について、受験者が

理解しているかどうかを判定

可能な質問を行い、答えさせ

る。出題数は、４問とする。 

（略） 

２．回答時間５

分以内に全問を

回答できること

。未回答の設問

については、１

問あたり５点を

減点する。 

３. 口述試験（飛行前点検） 

試験科目の実施要領及び減点適用基準は、次表のとおりとする。 

（略） 

番号 科目 実施要領 減点適用基準 

３－１ （略） 飛行空域及びその他の

確認事項を示し、結果

を答えさせる。 

確認事項（例） 

（１）・（２） （略） 

（３）必要な許可証、承

認証、技能証明証等

を携帯しているか。 

（４）・（５） （略） 

 

３－１の確認に漏れ

若しくは誤りが一つ

でもあった場合又は

３－２及び３－３の

日常点検記録への記

載漏れ若しくは誤り

が一つでもあった場

合、10点を減点する。 

 

 

３－２ （略） （略） 
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３－３ （略） （略） ３－２から３－３

までを通じて20分 

 

 

３－３ （略） （略） 

 

 

４. 実技試験 

試験科目の実施要領及び制限時間は、次表のとおりとする。 

（略） 

番号 
科

目 
実施要領 制限時間 

４－

１ 

（

略） 

（略） 20分 

※制限時間の対

象は(１)とする

。 

 

４－

２ 

（

略） 

（１）（略） 

（２）受験者は、原則として

概ね向かい風となる方向に

離陸を行う。なお、手動で

の離陸が必要となる飛行機

の場合は、受験者補助員

が、離陸を行うことができ

30分 

※制限時間の対

象は、（５）から

（９）までの飛

行とする。 

 

４. 実技試験 

試験科目の実施要領及び減点適用基準は、次表のとおりとする 

（略） 

番号 
科

目 
実施要領 減点適用基準 

４－

１ 

（

略） 

（略） １．Ⅱ．実技試験

の減点適用基準を適

用する。 

２．(１)の受験者に

よる飛行経路の設定

について、制限時間

は30分とする。 

４－

２ 

（

略） 

（１）（略） 

（２）受験者は、原則とし

ておおむね向かい風とな

る方向に離陸を行う。な

お、手動での離陸が必要

となる飛行機の場合は、

受験者補助員が、離陸を

１．Ⅱ．実技試験の

減点適用基準を適用

する。２．制限時間

は30分とする。 

３．減点の対象及び

制限時間の対象は、

（５）から（９）ま
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るものとする。 

（３）～（９）（略） 

（10）試験員からの口頭での指

示があり次第、受験者は、原

則として概ね向かい風とな

る方向に着陸を行う。なお、

手動での着陸が必要となる

飛行機の場合は、受験者補助

員が着陸を行うことができ

るものとする。ただし、円状

の旋回飛行の方向と着陸時

の滑走路への侵入方向を変

える場合は、受験者が(９)以

降の飛行経路を任意に設定

することができる。 

(11)～(12)(略) 

※目視外飛行を行う（５）から

（９）までを減点対象とす

る。 
 

行うことができるものと

する。 

（３）～（９）（略） 

（10）試験員からの口頭で

の指示があり次第、受験

者は、原則としておおむ

ね向かい風となる方向に

着陸を行う。なお、手動で

の着陸が必要となる飛行

機の場合は、受験者補助

員着陸を行うことができ

るものとする。ただし、円

状の旋回飛行の方向と着

陸時の滑走路への侵入方

向を変える場合は、受験

者が(９)以降の飛行経路

を任意に設定することが

できるものとする。 

(11)～(12)(略) 

 

でとする。 
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４－２ 周回飛行の飛行経路 

 離陸から円状の旋回飛行までの飛行経路 

 

 

※１：（略） 

※２：離陸時の方向が図と概ね逆向きである場合は、飛行経路も逆

とする。 

※３：飛行高度は、最大離陸重量25kg未満の無人航空機の場合は概

ね80メートル、最大離陸重量25kg以上の無人航空機の場合は概ね

110メートルとする。ただし、実技試験に用いる無人航空機により

、それ以外の飛行高度が適切である場合は、適切な飛行高度で飛

行を行うこととする。 

※４：周回飛行において、長辺方向に概ね15秒間の直線飛行を行う

。短辺方向には直線飛行を行わない。ただし、機体の特性により

直線飛行を行う必要がある場合は、５秒を超えない範囲で直線飛

行を行ってもよい。 

 

４－２ 周回飛行の飛行経路 

 離陸から円状の旋回飛行までの飛行経路 

 

 

※１：（略） 

※２：離陸時の方向が図とおおむね逆向きである場合は、飛行経路

も逆とする。 

※３：飛行高度は、最大離陸重量25kg未満の無人航空機の場合はお

おむね80メートル、最大離陸重量25kg以上の無人航空機の場合は

おおむね110メートルとする。ただし、実技試験に用いる無人航空

機により、それ以外の飛行高度が適切である場合は、適切な飛行

高度で飛行を行うこととする。 

※４：周回飛行において、長辺方向におおむね 15 秒間の直線飛行を

行う。短辺方向には直線飛行を行わない。ただし、機体の特性により

直線飛行を行う必要がある場合は、５秒を超えない範囲で直線飛行を

行う。 

５. 口述試験（飛行後の点検と記録） ５. 口述試験（飛行後の点検と記録） 
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試験科目の実施要領及び制限時間は、次表のとおりとする。 

（略） 

番号 科目 実施要領 制限時間 

５－１ （略） （略） ５－１から５

－２までを通

じて10分 

５－２ （略） （略） 

 

試験科目の実施要領及び減点適用基準は、次表のとおりとする。 

（略） 

番号 科目 実施要領 減点適用基準 

５－１ （略） （略） 点検結果の記載漏

れ又は誤りが一つ

でもあった場合、５

点を減点する。 

５－２ （略） （略） 記載の漏れ又は誤

りが一つでもあっ

た場合、10点を減点

する。 

 

Ⅶ. 最大離陸重量 25kg 未満の限定変更に係る実地試験 

１．一般（略） 

 

２. 机上試験 

試験科目の実施要領及び制限時間は、次表のとおりとする。 

（略） 

番号 科目 実施要領 制限時間 

２－１ （略） (略) 

 

５分 

 

 

Ⅶ. 最大離陸重量 25kg 未満の限定変更に係る実地試験 

１．一般（略） 

 

２. 机上試験 

試験科目の実施要領及び減点適用基準は、次表のとおりとする。 

（略） 

番号 科目 実施要領 減点適用基準 

２－１ （略） （略） １．誤りが一つでもあ

った場合に、１問につ

き５点を減点する。 
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３. 口述試験（飛行前点検） 

試験科目の実施要領及び制限時間は、次表のとおりとする。 

（略） 

番号 科目 実施要領 
制限時間 

 

３－１ （略） 飛行空域及びその他の確認

事項を示し、結果を答えさ

せる。 

確認事項（例） 

（１）・（２） （略） 

（３）必要な許可書、承認

書、技能証明書等を携帯

しているか。 

（４）・（５） （略） 

３分 

３－２ （略） （略） ３－２から３－

３までを通じて

20分 

３－３ （略） （略） ３－２から３－

３までを通じて

２．回答時間５分以内

に全問を回答できる

こと。未回答の設問に

ついては、１問あたり

５点を減点する。 

３. 口述試験（飛行前点検） 

試験科目の実施要領及び減点適用基準は、次表のとおりとする。 

（略） 

番号 科目 実施要領 減点適用基準 

３－１ （略） 飛行空域及びその他の確

認事項を示し、結果を答

えさせる。 

確認事項（例） 

（１）・（２） （略） 

（３）必要な許可証、承認

証、技能証明証等を携

帯しているか。 

（４）・（５） （略） 

 

３－１の確認に

漏れ若しくは誤

りが一つでもあ

った場合又は３

－２及び３－３

の日常点検記録

への記載漏れ若

しくは誤りが一

つでもあった場

合、10点を減点す

る。 ３－２ （略） （略） 
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20分 

 

 

 

３－３ （略） （略） 

 

 

 

４. 実技試験 

試験科目の実施要領及び制限時間は、次表のとおりとする。 

（略） 

番号 科目 実施要領 
制限時間 

 

４－１ （略） （略） 20分 

※制限時間の

対象は(１)と

する。 

４－２ （略） （１）（略） 

（２）受験者は、原則として

概ね向かい風となる方向に

離陸を行う。なお、手動で

の離陸が必要となる飛行機

の場合は、受験者補助員が

離陸を行うことができるも

30分 

※制限時間の

対象は、（５）

から（９）まで

の飛行とする。 

 

 

 

 

４. 実技試験 

試験科目の実施要領及び減点適用基準は、次表のとおりとする。 

（略） 

番号 科目 実施要領 減点適用基準 

４－１ （略） （略） １．Ⅱ．実技試験の減

点適用基準を適用す

る。２．(１)の受験者

による飛行経路の設

定について、制限時

間は30分とする。 
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のとする。 

（３）～（12）（略） 

※（５）から（９）までを減

点対象とする。 

 

 

 

 

４－２ （略） （１）（略） 

（２）受験者は、原則と

しておおむね向かい風

となる方向に離陸を行

う。なお、手動での離

陸が必要となる飛行機

の場合は、受験者補助

員が離陸を行うことが

できるものとする。 

（３）～（12）（略） 

１．Ⅱ．実技試験の減

点適用基準を適用す

る。２．制限時間は30

分とする。 

３．減点の対象及び

制限時間の対象は、（

５）から（９）までと

する。 

 

 

４－２ 周回飛行の飛行経路 

 

 

※１：（略） 

※２：離陸時の方向が図と概ね逆向きである場合は、飛行経路も逆

とする。 

４－２ 周回飛行の飛行経路 

 

 

※１：（略） 

※２：離陸時の方向が図とおおむね逆向きである場合は、飛行経路

も逆とする。 
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※３：飛行高度は、概ね110メートルとする。ただし、実技試験に

用いる無人航空機により、それ以外の飛行高度が適切である場合は

、適切な飛行高度で飛行を行うこととする。 

※４：周回飛行において、長辺方向に概ね15秒間の直線飛行を行う

。短辺方向には直線飛行を行わない。ただし、機体の特性により直

線飛行を行う必要がある場合は、５秒を超えない範囲で直線飛行を

行ってもよい。 

 

※３：飛行高度は、おおむね110メートルとする。ただし、実技試験

に用いる無人航空機により、それ以外の飛行高度が適切である場合

は、適切な飛行高度で飛行を行うこととする。 

※４：周回飛行において、長辺方向におおむね15秒間の直線飛行を

行う。短辺方向には直線飛行を行わない。ただし、機体の特性によ

り直線飛行を行う必要がある場合は、５秒を超えない範囲で直線飛

行を行う。 

 

５. 口述試験（飛行後の点検と記録） 

試験科目の実施要領及び制限時間は、次表のとおりとする。 

（略） 

番号 科目 実施要領 制限時間 

５－１ （略） （略） 

 

 

 

５－１から５－

２までを通じて

10分 

５－２ （略） （略） 

 

５. 口述試験（飛行後の点検と記録） 

試験科目の実施要領及び減点適用基準は、次表のとおりとする。 

（略） 

番号 科目 実施要領 減点適用基準 

５－１ （略） （略） 

 

 

 

点検結果の記載漏れ

又は誤りが一つでも

あった場合、５点を

減点する。 

５－２ （略） （略） 記載の漏れ又は誤り

が一つでもあった場

合、10点を減点する。 

 
 

VIII. 準用 

第 I章から第 VI 章までの規定は登録講習機関、無人航空機講習、

無人航空機講習の修了、施設及び設備並びに講師について準用

し、次の表の左欄に掲げる規定中、同表の中欄に掲げる字句は、

VIII. 準用 

第 I章から第 VI 章までの規定は登録講習機関、無人航空機講習、

無人航空機講習の修了、施設及び設備並びに講師について準用

し、次の表の左欄に掲げる規定中、同表の中欄に掲げる字句は、
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それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。な

お、机上審査及び口述審査（事故、重大インシデントの報告及び

その対応）の問題は、国又は指定試験機関から提供されたものを

用いることとする。 

第I章第１項 無人航空機

操縦者技能

証明の一等

無人航空機

操縦士の資

格の区分に

係る飛行機

の実地試験

（以下「実

地試験」と

いう。） 

無人航空機

操縦者技能

証明の一等

無人航空機

操縦士の資

格の区分に

係る飛行機

の修了審査

（以下「修

了審査」と

いう。） 

 

第I章第２項、第８項及び第

12項、第II章、第IV章、第V

章、第VI章、並びに第VII章  

 

 

 

 

 

実地試験 修了審査 

それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

 

 

 

第I章第１項 無人航空機

操縦者技能

証明の二等

無人航空機

操縦士の資

格の区分に

係る飛行機

の実地試験

（以下単に

「実地試験

」という。

） 

無人航空機

操縦者技能

証明の二等

無人航空機

操縦士の資

格の区分に

係る飛行機

の修了審査

（以下単に

「修了審査

」という。

） 

第I章第２項、第II章、第II

I章１－１、第IV章見出し、

第１項１－１、１－３及び

１－４、第V章見出し、第１

項１－１及び１－９、第VI

章見出し、第１項１－１及

び１－５並びに第VII章見出

し、第１項１－１及び１－

実地試験 修了審査 
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第I章第２項、第９項から第

11項及び第13項、第II章第

１項１－３、１－４及び減

点適用基準、第２項２－３

，２－４，２－６、２－７

及び減点適用基準、第３項

３－３、３－４及び減点手

強基準、、第III章第１項１

－１、１－２、第２項２－

１、２－３、第IV章第１項

１－５、第２項から第４項

まで及び第６項、第V章第２

項から第４項まで、第VI章

第２項から第４項まで並び

に第VII章第２項から第４項

まで 

受験者 受講者 

５ 

第I章第２項、第６項及び第

９項、第II章、第III章、第

IV章第２項から第４項まで

及び第６項、第V章第２項か

ら第４項まで、第VI章第２

項から第４項まで並びに第V

II章第２項から第４項まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受験者 受講者 
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第I章第３項から第５項まで

、第７項、第９項、第10項

及び第13項、第II章第１項

減点適用基準、第２項、第I

II章第１項１－１、第２項

２－１、２－３、第IV章第

１項１－４、１－５及び第

４項、第V章第１項１－２、

１－３、１－７及び１－９

並びに第４項、第VI章第１

項１－２、１－３及び１－

５並びに第４項、第VII章第

１項１－２、１－３及び１

－５並びに第４項 

実技試験 実技審査 

第I章第２項、第３項、第９

項及び第12項、第II章第２

項２－７、２－８及び減点

適用基準、第Ⅲ章第１項１

－２及び第２項２－１、第

Ⅳ章第２項から第６項まで

、第Ⅴ章第２項から第５項

まで、第Ⅵ章第２項から第

５項まで、第VII章第２項か

ら第５項まで 

試験科目 審査科目 

第I章第３項から第５項まで

及び第７項から第10項、第I

I章、第III章、第IV章第１

項１－４、１－５及び第４

項、第V章第１項１－２、１

－３、１－７及び１－９並

びに第４項、第VI章第１項

１－２、１－３及び１－５

並びに第４項、第VII章第１

項１－２、１－３及び１－

５並びに第４項 

 

 

 

実技試験 実技審査 

第I章第２項、第３項及び第

９項並びに第II章から第VII

章まで 

 

 

 

 

 

 

 

試験科目 審査科目 
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第I章第４項から第９項、第

11項及び第13項、第II章第

１項１－２及び減点適用基

準、第２項２－２、２－７

及び減点適用基準、第３項

３－２、第Ⅲ章第２項２－

１及び２－３、第IV章第１

項１－５及び第２項から第

５項まで、第V章第１項１－

８及び第２項から第５項ま

で、第VI章第１項１－４及

び第２項から第５項まで並

びに第VII章第１項１－４第

２項から第５項まで 

試験員 修了審査

員 

第I章第４項から第８項まで

、第11項及び第13、第II章

第１項減点適用基準、第２

項減点適用基準、、第IV章

第１項１－５及び第４項、

第V章第４項、第VI章第４項

並びに第VII章第４項 

試験員補

助員 

修了審査

員補助員 

第I章第５項 試験を行う

者 

登録講習機

関 

第I章第４項、第６項から第

９項、第II章、第IV章第１

項１－５及び第２項から第

５項まで、第V章第１項１－

８及び第２項から第５項ま

で、第VI章第１項１－４及

び第２項から第５項まで並

びに第VII章第１項１－４第

２項から第５項まで 

 

 

 

 

 

試験員 修了審査

員 

第I章第４項から第６項まで

及び第８項並びに第II章、

第IV章第１項１－５及び第

４項、第V章第４項、第VI章

第４項及び第VII章第４項 

 

 

試験員補

助員 

修了審査

員補助員 

第I章第５項 

 

試験を行う

者 

登録講習機

関 
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第I章第９項から第11項及び

第13項、第Ⅱ章第２項減点

適用基準、第IV章第４項、

第V章第４項、第VI章第４項

及び第VII章第４項 

受験者補助

員 

受講者補助

員 

第II章第１項減点適用基準

第２項２－６及び減点適用

基準、第３項減点適用基準

、第III章第１項１－２、第

IV章第1項１－２及び第３項

、第V章第１項１－２及び第

３項、第VI章第１項１－２

及び第３項並びに第VII章第

１項１－２及び第３項 

試験 審査 

第Ⅱ章第５項、第IV章１－

２及び１－４並びに第２項

、第V章第１項１－９及び第

２項、第V章第１項１－５及

び第２項並びに第VI章第１

項１－５及び第２項 

机上試験 机上審査 

第Ⅰ章第13項、第Ⅱ章第１

項、第３項及び第４項、第I

V章第１項１－４、第３項、

第５項及び第６項、第V章第

口述試験 口述審査 

第I章第９項及び第10項、第

IV章第４項、第V章第４項、

第VI章第４項及び第VII章第

４項 

 

受験者補助

員 

受講者補助

員 

第II章、第III章、第IV章第

1項１－２及び第３項、第V

章第１項１－２及び第３項

、第VI章第１項１－２及び

第３項並びに第VII章第１項

１－２及び第３項 

 

 

 

試験 審査 

第IV章１－２及び１－４並

びに第２項、第V章第１項１

－９及び第２項、第V章第１

項１－５及び第２項並びに

第VI章第１項１－５及び第

２項 

机上試験 机上審査 

第IV章第１項１－４、第３

項、第５項及び第６項、第V

章第１項１－９、第３項及

び第５項、第VI章第１項１

口述試験 口述審査 
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１項１－９、第３項及び第

５項、第VI章第１項１－５

、第３項及び第５項並びに

第VII章第１項１－４、第３

項及び第５項 
 

－５、第３項及び第５項並

びに第VII章第１項１－４、

第３項及び第５項 

 

 

附 則（令和７年 12 月５日付け国空無機第 298768 号） 

（施行期日） 

この通達は、令和８年６月５日から施行する。 

 


